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(57)【要約】
フィッシング装置（１）は：本体（２０）；本体の両端
のそれぞれに釣り糸の第１レングス（２１ａ）と第２レ
ングス（２１ｂ）；および釣り針（２３ａ、２３ｂ）を
第１レングスおよび第２レングスのそれぞれの端部に有
する。一匹の魚が、釣り針の１つに食い付くと、もう一
方の食い付かれていない方の釣り針がレシーブ部材（３
０ａ、３０ｂ）に引き込まれて保護されるので、捕獲し
た魚を傷つけることがない。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つの穴と、前記少なくとも１つの穴を貫通する釣り糸を有する本体を備える
フィッシング装置であって、釣り糸はその端部に第１釣り針が取り付けられた第１レング
スと、その端部に第２釣り針が取り付けられた第２レングスを有し、第１レングスおよび
第２レングスが、第１レシーブ部材および第２レシーブ部材に近接する第１地点および第
２地点から延出し、第１釣り針に力が掛かると、第２釣り針は第２レシーブ部材に引き込
まれ、第２釣り針に力が掛かると、第１釣り針は第１レシーブ部材に引き込まれる、フィ
ッシング装置。
【請求項２】
本体は細長い形状の管である請求項１に記載のフィッシング装置。
【請求項３】
管はフレア形状の端部を有し、第１レシーブ部材および第２レシーブ部材を形成する、請
求項１または２に記載のフィッシング装置。
【請求項４】
レシーブ部材は本体と一体である請求項１から３のいずれかに記載のフィッシング装置。
【請求項５】
レシーブ部材は、本体に着脱可能に取り付けられる別々の部材である、請求項１から３に
記載のフィッシング装置。
【請求項６】
レシーブ部材は本体の第１地点および第２地点に押し込んで挿入される挿入物である、請
求項５に記載のフィッシング装置。
【請求項７】
各レシーブ部材は、発泡挿入物を含み、釣り針が本体を通して引き込まれた場合に、発泡
挿入物によってその釣り針が保持される、請求項１から６に記載のフィッシング装置。
【請求項８】
本体は、メインの釣り糸が取り付けられるアンカーポイントを有する、請求項１から７に
記載のフィッシング装置。
【請求項９】
本体は、給餌器またはおもりを着脱可能に固定できる固定部材を備える、請求項１から８
のいずれかに記載のフィッシング装置。
【請求項１０】
本体は、１つの本体を別の本体に着脱可能に固定できるアタッチメント手段を備える、請
求項１から９のいずれかに記載のフィッシング装置。
【請求項１１】
本体は、複数の穴を有し、それぞれの穴には釣り糸が取り付けられ、その釣り糸のいずれ
かの端部には釣り針が取り付けられている、請求項１から１０に記載のフィッシング装置
。
【請求項１２】
本体が、蝶着された互いに合体可能な２つの構成部で構成され、釣り糸の第１レングスお
よび第２レングスが本体の端部から延出する状態で、前記２つの構成部の間に配置された
釣り糸の少なくとも一部を取り囲む、請求項１から１１に記載のフィッシング装置。
【請求項１３】
２つの構成部が、着脱可能なキャッチによってお互いに閉じて固定でき、開くことによっ
て釣り糸を取り出すか、配置できる、請求項１２に記載のフィッシング装置。
【請求項１４】
生分解性素材から作成される、請求項１から１３のいずれかに記載のフィッシング装置。
【請求項１５】
フィッシング装置に釣り竿およびメインの釣り糸が取り付けられた、請求項１から１４の
いずれかに記載のフィッシングタックル。
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【請求項１６】
本明細書に、添付の図を用いて実質的に説明され、添付の図に示された、フィッシング装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィッシング装置に関し、具体的には、これに限定されないが、複数の釣り
針を有し、複数の魚を捕獲できるフィッシング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィッシングは、英国で最もメジャーなスポーツの１つであり、多くの場合、釣り針お
よび釣り糸の使用を必要とする。ほとんどのゲームフィッシュの魚は、湖や河川などの水
域の底部で生涯の大部分を摂食に費やすので、これらの魚を捕獲するためには、釣り針お
よび釣り餌が必要となる。釣り人は、捕獲する魚の種類に応じて、餌を仕掛ける水域の深
度を変える。フライフィッシングは、水面付近に餌を仕掛け、虫と誤認させることによっ
て、魚を引き付ける。しかし、水底に棲む魚の場合、釣り人は餌を水底付近に仕掛けるが
、これは、ゲームフィッシュの魚は餌の隠し場所が豊富にある岩場や障害物の多い領域で
摂食する傾向があるので、釣り人が魚を捕獲する可能性が大幅に高まるからである。しか
し、岩など障害物の多い領域でのフィッシングは、タックルが絡まるリスクが増大する。
釣り人は、絡まりを取り除くために時間を費やし、釣り糸を切ることなく、ルアーを絡ま
りから取り除く必要がある。このような手間は通常、ルアーの喪失リスクに比例するもの
で、ルアーの価値は、注ぎ込んだ時間と労力により決まる。ルアーなどのフィッシング装
置を急いで取り戻すことは、その時間がフィッシングに使われないことになり、好ましく
ない。釣り針、うき、おもりなどの一部を、強く絡まり合った場合に取り外しができる「
絡まりなし」の釣り具を数名の釣り人が提案したが、釣り針、うき、およびおもりは、複
雑に組み合わされている。
【０００３】
　絡まりあった場合に、釣り針が使えなくなることを避けるため、複数の釣り針を備えた
釣り具が開発された。特許文献１は、１対の広がるアームを有するスプレッダを介して２
本の釣り針を使用する方法について記載しており、各アームは、開口部を備えた外側端部
を有し、この釣り具に固定された２つのフレキシブルなアタッチメントは、外側端部が開
口部を通して延出する、フレキシブルなリード糸を有する。釣り針は、フレキシブルなリ
ード糸のそれぞれの外側端部に固定されている。
【０００４】
　特許文献２では、少なくとも２本の釣り針の間に取り付けられた屈曲可能な部材を有す
る生き餌または疑似餌用の釣り具について記述されている。この釣り具はリード糸に取り
付けられており、１本の釣り針が魚を捕獲すると、屈曲可能な部材は、リード糸が引っ張
られることにより屈曲し、もう一方の釣り針が、魚を捕獲している釣り針の方に移動する
が、これらの釣り針は屈曲可能な部材の固定地点に固定されたままである。
【０００５】
　しかし、１本の釣り糸に２本の釣り針を取り付けて使用することは、英国のほとんどの
フィッシングクラブでは禁止されている。これは、１本の釣り糸に２本の釣り針を取り付
けることは安全でないとみなされているからである。釣り具に取り付けられた釣り針のう
ち、１本が魚によって取られると、その釣り針が他の釣り糸の魚を損傷することがあり、
空きの釣り針があると、釣り人が釣り糸から魚を取り外す際に、怪我を負う可能性がある
。さらに、空きの釣り針は、水路の底部など水域内で絡まることがあり、タックルを損失
するリスクが増大する。
【０００６】
　本発明の目的は、構造が複雑でなく、適切なコストの釣り具を提供することであり、餌
を付ける１対の釣り針を水域底部の岩場の上方位置に仕掛けることにより、効果的に絡ま
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りを避けることができる。さらに、本発明はフィッシング装置に複数の釣り糸を備え、「
空き」の釣り針を、フィッシング装置の安全な領域に引き込ませてフィッシング装置の安
全性を確保することによって、従来技術の問題を克服しようとするものである。さらに、
フィッシング装置は、製造コストが低く、使用時の信頼性が高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第２０、０８０、２１９、２４２号明細書
【特許文献２】カナダ特許第１２７６７８７号明細書
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の第１の態様によると、少なくとも１つの穴と、前記少なくとも１つの穴を貫通
する釣り糸とを有する本体を備えるフィッシング装置が提供され、釣り糸はその端部に第
１釣り針が取り付けられた第１レングスと、その端部に第２釣り針が取り付けられた第２
レングスとを有し、第１レングスおよび第２レングスは、本体の第１地点および第２地点
から延出し、前記第１地点および第２地点は、第１レシーブ部材および第２レシーブ部材
に近接し、第１釣り針に力が掛かると、第２釣り針は第２レシーブ部材に引き込まれ、第
２釣り針に力が掛かると、第１釣り針は第１レシーブ部材に引き込まれる、フィッシング
装置が提供される。
【０００９】
　本体は、細長い管状部材であることが好ましい。その管状部材には、典型的に、本体が
沈むように、ある程度の重量を持った真鍮を始めとする金属などの比較的硬い部材が使用
される。
【００１０】
　管状部材は、フレア状の端部を有し、第１レシーブ部材および第２レシーブ部材を形成
することが意図される。
【００１１】
　レシーブ部材は、管状部材と一体になっていることが好ましいが、本体に脱着可能に取
り付けできる別体の部材であってもよい。
【００１２】
　レシーブ部材は、挿入物であり、本体の第１地点および第２地点に押し込むことによっ
て取り付けできることが好ましい。
【００１３】
　好ましい配置として、各レシーブ部材が発泡状の挿入物を有し、本体を通して釣り針が
引き込まれた場合に、その中に釣り針が保持されるように配置する。
【００１４】
　本体は、アンカーポイントを有し、そこを通して、メインの釣り糸をフィッシング装置
の本体に取り付け可能であることが意図される。
【００１５】
　本体は、給餌器またはおもりを着脱可能に固定できる固定部材を有することが好ましい
。
【００１６】
　本体は、１つの本体を別の本体に着脱可能に固定できるよう、アタッチメント手段を有
することが意図される。
【００１７】
　本体は、複数の穴を有し、それぞれの穴は、両端部のいずれかに釣り針が固定された釣
り糸を有することがさらに意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の実施形態は、説明のみを目的として、添付の図を用いて、詳述する。
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【図１】本発明の一実施形態におけるフィッシング装置の側面図である。
【図２】図１に示すフィッシング装置の端部の斜視図である。
【図３】給餌アタッチメントを装備した図１に示すフィッシング装置である。
【図４】釣り糸にセントラルアタッチメントを装備したフィッシング装置である。
【図５】釣り糸を受け入れるために広げることが可能であるフィッシング装置の平面図で
ある。
【図６】図５に示すフィッシング装置の端部を接近して見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　フィッシング装置の概要を図１の１に示す。フィッシング装置は、本体２０と、本体の
両端部である２１ａおよび２１ｂに開口部を有する。各開口部から、釣り糸２２ａおよび
２２ｂが延出する。両方のレングスは、本体内で結合されている別々の釣り糸のレングス
でも、本体を貫通する一本の釣り糸の両端であってもよい。本体は、釣り糸が本体内で自
由に動くことができるように釣り糸を支持する挿入物（図２参照）を含んでいてもよい。
この支持体は、バフルとしても作用し、釣り糸が本体２０を通過する際に発生するノイズ
および/または振動を防止する。
【００２０】
　第１釣り針２３ａおよび第２釣り針２３ｂは、それぞれコネクタ２４ａおよび２４ｂに
よって、レングス２２ａおよび２２ｂに取り付けられる。これらのコネクタは、一定の引
っ張り強度を超えると破断するよう取り付けられているので、フィッシング装置の全体を
喪失することはない。
【００２１】
　本体２０の両端部にはそれぞれ、円錐形のレシーブ部材３０ａおよび３０ｂ（図参照）
を備えるが、釣り針２３ａまたは２３ｂを受け入れるのに十分な大きさであれば、どのよ
うな形状でもよい。レシーブ部材の外径は、本体の直径よりも大きいフレア状に形成する
ことが好ましい。図中で、両端部はフレア状に形成されているが、釣り針を受け入れられ
る限り、どのような形状でもよい。
【００２２】
　さらに、釣り糸４０は、レシーブ部材３０ａおよび３０ｂに近接するコネクタ５０ａお
よび５０ｂを介して、両端部が本体２０に取り付けられている。この釣り糸は、次にスイ
ベルループ６０に取り付けられ、もしスイベルループが大きなアイに形成された場合、小
型アイ６１に取り付けられる。小型アイ６１によって、フィッシング装置をメインの釣り
糸（図示せず）にどのように取り付けるかが決まる。釣り竿自体の釣り糸が喪失しないよ
うに、釣り糸４０は、ある点を越えて引っ張られると破断するような寸法にしてもよい。
釣り糸２２ａと２２ｂは、釣り糸４０およびアイ６１に取り付けられるメインの釣り糸よ
りも破断引っ張り強度は低く設定し、それによって、フィッシング装置が強く引っ張られ
ると、フィッシング装置の犠牲となって釣り糸２２ａと２２ｂが先に破断するので、タッ
クル全体を喪失することを避けることができる。
【００２３】
　図２は、フィッシング装置の本体２０とレシーブ部材３０ｂの斜視図である。レシーブ
部材は、挿入物３１を有し、これは典型的には発砲体でありレシーブ部材に押し込められ
ている。この挿入物は、開口部３２を有し、そこを釣り糸２２ｂが貫通し、延出する。釣
り糸が反対側から引っ張られると、その釣り糸の端部にある釣り針２３ｂは、挿入物３１
の方向に引っ張られ、釣り針２３ｂ自体がその発泡体の挿入物に取り込まれ、その場所に
保持される。これにより、もう一方の釣り針２３ａによって捕獲した魚を、釣り針、特に
針先によって、傷つけることはなく、また、釣り人が、釣り糸を引っ張り、釣り針から魚
を取り外す時、もう一方の釣り針は、露出することなく、レシーブ部材に取り込まれてい
るので、釣り人自身がその釣り針によって傷つけられるリスクが低減する。
【００２４】
　図３に示すようにフィッシング装置１は、様々なアタッチメントを着脱可能に固定する
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ことができる。特に、おもり７０を取り付けることができ、本体２０を所望の深さ、また
は、水域の底部にまで沈めることができる。おもり７０は、単独または、複数のおもりで
　構成され、本体２０に着脱可能に固定できる。おもりに追加して、または、おもりの代
わりに、給餌器８０，１００，または２００を本体に取り付けることができる。給餌器８
０は、端部が閉じられた形状を有し、おもり９０を取り付けてもよい。別の方法として、
カゴ型給餌器１００、あるいは典型的に細長い形状の給餌器であって、多数の穴が連なり
、そこに来た魚に餌を晒す端部が開いた給餌器を本体に固定してもよい。給餌器は、本体
の両端の間に配置し、それによって本体２０の各端部の釣り針２３ａおよび２３ｂの近辺
と概ね同程度に魚を引き付けることができよう。給餌器等、さまざまなアタッチメントを
本体に着脱可能なクリップを使って固定することによって、取り外しや交換が簡単にでき
る。
【００２５】
　図３に示すように、釣り糸４０は、単に本体２０の両端部に固定されるのではなく（上
図参照）、本体の全長に渡って固定されるよう配置されてもよい。これによって、釣り糸
４１の一部が給餌器の長さに沿って露出し、釣り糸の一部に余裕ができるので、給餌器用
のアタッチメントを、本体２０の任意の１箇所以上に、固定できる。
【００２６】
　各図に示す通り、本体２０は細長い形状を有しているが、円形や四角形などの他の形状
や、河川、湖、池などの水域に見られる岩や水中植物に似せた不ぞろいな形状でもよい。
しかし、どのような形状であっても、１つの釣り針が餌に食い付いた魚に引っ張られても
、もう一方の釣り針がボディ２０の一部分に引き込まれることによって、もう一方の釣り
針が魚を傷つけることがないよう、開口部とレシーブ部材を必要とする。さらに、２本の
釣り針について説明してきたが、単独の本体に複数対の釣り針を持たせることも、２本の
釣り針を有する本体を複数個、互いに固定することも可能である。しかし、理想的には、
２本の釣り針であり、これにより魚を捕獲すれば、他の露出している釣り針は本体内に引
き込まれるので、捕獲した魚を損傷することはない。
【００２７】
　図４は、本体２０を釣り糸に固定する別の方法を示す。図１に示すように、本体の端部
にコネクタを備えるのではなく、本体の中心域に単独のコネクタ５０ｃを設ける。この単
独コネクタによって、容易に釣り糸を着脱できる。図に示すように、この場合、本体２０
は、２つの構成部を有し、これらはヒンジ２１４によって蝶着され、キャッチ２１１によ
って固定できる。これは、端部２２ａおよび２２ｂを有する釣り糸を本体２０に固定する
ために、本体を開いて、釣り糸を本体の２つの構成部の間に配置し、キャッチ２１１を使
用して閉じることによって、釣り糸を所定位置に保持する。
【００２８】
　図５に、開いた状態の本体を詳細に示す。本体は、２０ａと２０ｂの２つの構成部を有
し、少なくとも一方はチャネル２１３を有する。本体の両構成部２０ａおよび２０ｂは、
それぞれハーフチャネルを有し、本体が閉じられると、これらは合体して釣り糸を取り囲
むことが好ましい。両構成部は、ヒンジ２１４によって蝶着される。
【００２９】
　図６に示すよう、釣り糸は、チャネル２１３を貫通し、本体端部のレシーブ部材内に配
置され釣り糸を保持する挿入物３１から延出する。本体は、ヒンジ部材２１４を介してハ
ーフチャネルを折り重ねることによって閉じ、キャッチ２１１を使用してつなぎ合わせる
ことができる。
【００３０】
　前述したように、本発明によるフィッシング装置は、海岸、桟橋、架橋および船上など
でのフィッシングに利点を提供することを理解されたい。絡まりや魚への損傷を防止する
本発明によるフィッシング装置によって、魚への損傷、タックル喪失のリスク、時間の浪
費は最小化され、魚を捕獲する機会は、最大化される。さらに本装置は、生分解性素材か
ら製作可能なので、タックルを喪失しても、環境を汚染することはない。
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【００３１】
　上記の実施形態は、説明を目的とし、本発明を限定するものではなく、本発明に記述さ
れ請求される範囲を離れることなく改変および修正が可能であることに留意されたい。さ
らに本発明は、単独の実施形態だけでなく、実施形態の如何なる組み合わせも対象となる
ことに留意されたい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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